
【１４】

本年度２回目の農地パトロール。無断転用や遊休農地
の現況把握、転用許可後の履行状況を調査しました

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

遊
休
地
の
増
加
が
目
立
つ

八
月
二
十
日
、
町
農
業
委
員
会
で
は
本
年
度
二
回
目
と
な
る
農
地
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た
。
同
パ
ト
ロ
ー
ル
は
、
無
断
転
用
や
遊
休
農
地

の
現
況
把
握
、
転
用
許
可
後
の
履
行
状
況
な
ど
の
調
査
を
目
的
に
定
期
的

に
行
っ
て
い
る
も
の
で
、
農
業
委
員
十
四
人
と
事
務
局
職
員
二
人
が
町
内

全
域
を
巡
回
し
ま
し
た
。
調
査
の
結
果
、
農
地
に
雑
木
や
雑
草
が
繁
茂
し

て
い
る
遊
休
農
地
が
各
所
に
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

遊
休
農
地
の
増
加
は
雑
草
に
よ
る

病
害
虫
の
発
生
が
近
隣
農
地
へ
悪
影

響
を
及
ぼ
す
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
を
引
き
起
こ
す
だ
け
で
な
く
、
景

観
形
成
や
生
態
系
の
保
護
な
ど
農
地

の
持
つ
多
面
的
な
機
能
の
喪
失
に
も

つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
農
業
委
員
会
で
は
今
後
、
遊

休
農
地
の
実
態
を
踏
ま
え
、
所
有
者

の
意
向
調
査
や
遊
休
農
地
台
帳
の
整

備
を
し
て
い
く
予
定
で
す
。

な
お
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
で

判
明
し
た
無
断
転
用
者
や
許
可
目
的

外
の
転
用
者
に
対
し
て
は
、
農
業
委

員
会
で
の
協
議
を
踏
ま
え
、
個
別
指

導
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

め
に
現
況
を
変
え
る
こ
と
で
す
。
例

え
ば
、
農
地
に
宅
地
を
造
成
し
て
住

宅
を
建
て
た
り
駐
車
場
に
利
用
し
た

り
す
る
こ
と
や
、
植
林
す
る
場
合
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

農
地
は
、
昔
か
ら
人
々
が
培
っ
て

き
た
「
貴
重
な
財
産
」
で
す
。
こ
の

農
地
が
無
秩
序
に
農
地
以
外
の
も
の

に
な
れ
ば
周
辺
の
環
境
や
農
業
振
興

に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
そ
こ

で
農
地
法
で
は
農
地
を
守
る
た
め
、

農
地
な
ど
の
転
用
に
つ
い
て
は
、
知

事
ま
た
は
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を

得
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
違
反
者
に

対
し
て
は
原
状
回
復
な
ど
の
命
令
や

厳
し
い
罰
則
規
定
ま
で
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

た
と
え
自
分
の
所
有
す
る
農
地
で

あ
っ
て
も
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
登
記
簿
上
で
農
地
以
外
の

地
目
に
な
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
農

地
と
し
て
使
っ
て
い
る
場
合
や
、
資

材
置
き
場
、
土
砂
置
き
場
な
ど
と
し

て
一
定
期
間
（
三
年
以
内
）
利
用
す

る
場
合
で
も
農
地
の
転
用
許
可
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
農
地
を
耕
作
目
的
で
取
得

（
売
買
、
貸
借
）
す
る
場
合
に
は
、

農
業
委
員
会
の
許
可
が
必
要
で
す
。

た
と
え
農
地
に
つ
い
て
売
買
（
貸
借
）

契
約
を
締
結
し
、
対
価
を
支
払
っ
た

と
し
て
も
、
農
地
法
の
許
可
が
受
け

ら
れ
な
い
と
所
有
権
の
移
転
登
記
な

ど
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
契

約
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
こ
と
を
十

分
理
解
し
た
上
で
行
う
こ
と
が
必
要

で
す
。

な
お
、
自
分
の
農
地
保
全
ま
た
は

利
用
上
必
要
な
施
設
（
耕
作
用
の
道

路
、
用
排
水
路
、
土
留
工
、
防
風
林

な
ど
）
に
転
用
す
る
場
合
は
、
面
積

に
関
係
な
く
許
可
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
温
室
や
畜
舎
、
作
業
場
な
ど
農

業
経
営
上
必
要
な
施
設
に
転
用
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
面
積
が
二
�
（
二

百
平
方
�
）
未
満
で
あ
れ
ば
許
可
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

農
地
転
用
と
は
、
農
地
（
田
、
畑
）

を
農
地
以
外
の
目
的
に
使
用
す
る
た

農
用
地
区
域
と
は
、
農
業
振
興
地

域
内
で
も
特
に
農
業
上
の
利
用
に
供

さ
れ
る
べ
き
土
地
で
、
地
番
ご
と
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
農
用
地
区
域

に
指
定
さ
れ
て
い
る
農
地
は
原
則
的

に
転
用
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、

申
請
す
る
農
地
が
農
用
地
区
域
に
含

ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
事
前
に
確

認
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ
　
町
農
業
委
員
会
事

務
局
（
�
８
２
│
３
１
１
１
内
線

２
３
９
）
へ
お
気
軽
に
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

転
用
に
は
許
可
が
必
要

農
用
地
区
域
の
確
認
を


